
研
究
ノ
ー
ト

　
　
　
　
ブ
ラ
ジ
ル
国
一
九
七
四
年
市
民
法
典
草
案
の
会
社
規
定
曰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
川
　
　
和
　
　
彦

　
　
　
　
　
一

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
一
九
五
〇
年
の
ホ
ン
デ
ュ
ラ
ス
新
商
法
典
を
皮
切
り
に
一
九
六
四
年
の
エ
ク
ア
ド

ル
新
会
社
法
、
一
九
六
六
年
の
ペ
ル
ー
新
会
社
法
、
一
九
七
〇
年
の
グ
ア
テ
ラ
マ
新
商
法
典
、
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
新
商
法
典
、

一
九
七
一
年
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
新
商
法
典
、
一
九
七
二
年
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
新
会
社
法
と
続
く
、
新
会
社
法
、
新
商
法
典
制
定
の
動
き

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
を
ひ
き
お
こ
し
た
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
近
時
の
経
済
発
展
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
経
済
成
長
の
も
っ
と
も
著
し
い
国
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
会
社
法
に
関
し
て
一
九
六
五
年

に
資
本
市
場
法
の
制
定
に
よ
り
、
授
権
資
本
制
の
採
用
な
ど
実
質
的
の
改
正
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
局
部
的
の
も
の
で
あ
っ

て
、
全
面
的
の
改
正
あ
る
い
は
新
会
社
法
の
制
定
へ
の
動
き
に
つ
い
て
の
情
報
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
ブ
ラ
ジ
ル
国
一
九
七
四
年
市
民
法
典
草
案
の
会
社
規
定
日
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こ
う
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
一
九
七
二
年
の
秋
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
時
事
週
刊
誌
V
i
s
d
o
が
、
民
商
二
法
の
統
一
を
試
み
る
ブ
ラ
ジ

ル
の
新
市
民
法
典
参
考
草
案
の
公
表
と
そ
の
内
容
紹
介
の
記
事
を
掲
載
し
懸
こ
の
V
i
s
a
o
誌
の
記
事
は
簡
単
で
あ
っ
た
が
、
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

ラ
ジ
ル
が
商
法
の
み
な
ら
ず
、
民
法
の
大
巾
な
改
正
に
大
き
く
踏
出
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
民
商
二
法
の
統
一
を
試
み
て
い
る
こ
と

を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
筆
者
の
関
心
を
強
く
い
っ
た
。
そ
し
て
、
資
料
の
入
手
に
努
め
た
結
果
、
一
九
七
二
年
参
考
草
案
の
テ

キ
ス
ト
を
入
手
し
、
そ
の
検
討
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
へ
、
本
年
（
一
九
七
四
年
）
六
月
、
市
民
法
典
の
第
二
次
参
考
草
案
が
公
表
さ

れ
、
幸
に
も
そ
の
テ
キ
ス
ト
も
い
ち
早
く
入
手
で
牡
七
。

　
と
こ
ろ
で
、
田
中
耕
太
郎
博
士
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
法
律
学
の
学
問
水
準
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
、
メ
キ
シ
コ
と
並
ん
で
高
い
と
言
わ
れ
、
そ
の
立
法
は
、
欧
米
先
進
諸
国
の
法
制
の
長
所
を
採
用
し
て
お
り
、
ま
た
、
民
商
二
法

の
統
一
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
ブ
ラ
ジ
ル
独
自
の
論
議
が
か
な
り
以
前
か
ら
さ
れ
て
い
た
由
で
、
そ
の
立
法
の
動
向
は
比
較
法
学

的
に
興
味
あ
る
対
象
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
随
一
の
大

国
で
あ
り
、
近
時
、
そ
の
経
済
の
急
激
な
発
展
は
世
界
の
注
目
の
的
と
な
っ
て
お
り
、
わ
が
国
か
ら
の
投
資
も
盛
ん
で
あ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
立
場
か
ら
も
そ
の
法
制
の
研
究
が
急
務
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
公
表
さ
れ
た
ば
か
り
の
一
九
七
四
年
市
民
法
典
参
考
草
案
の
う
ち
の
、
会
社
法
に
あ

た
る
部
分
、
す
な
わ
ち
、
「
各
論
第
二
編
第
二
章
取
引
活
動
に
つ
い
て
」
を
中
心
に
素
描
し
な
が
ら
、
若
干
の
考
察
を
試
み
よ
う
と

思
う
。
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二

一
　
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
民
法
、
商
法
の
基
本
法
は
そ
れ
ぞ
れ
民
法
典
お
よ
び
商
法
典
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
法
典
の
う
ち
先
に
制
定
さ
れ

た
の
は
商
法
典
で
あ
る
。
商
法
典
が
制
定
さ
れ
た
の
は
帝
政
時
代
の
一
八
五
〇
年
の
こ
と
で
、
齢
は
す
で
に
一
〇
〇
年
を
こ
え
て
い

る
も
の
の
、
商
法
典
そ
の
も
の
は
な
お
も
現
行
法
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
特
別
法
令
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
そ
の
主
要
な
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
一
八
九
三
年
九
月
一
五
日
付
株
式
会
社
の
無
記
名
式
社
債
の
発
行
を
規
律
す
る
法
律
第
一
七
七
Ｉ
Ａ
号
。

　
一
九
〇
八
年
一
二
月
三
一
日
付
為
替
手
形
・
約
東
手
形
を
定
義
し
、
手
形
取
引
を
規
律
す
る
デ
ク
レ
ト
第
二
〇
四
四
号
。

　
一
九
一
九
年
一
月
一
〇
日
付
有
限
責
任
持
分
会
社
の
設
立
を
規
律
す
る
デ
ク
レ
ト
第
三
七
〇
八
号
。

　
一
九
四
〇
年
九
月
二
六
日
付
株
式
組
織
の
会
社
に
関
す
る
デ
ク
レ
ト
・
レ
イ
第
二
六
二
号
。

　
一
九
四
五
年
六
月
二
一
日
付
デ
ク
レ
ト
・
レ
イ
第
七
六
六
一
号
（
破
産
法
）

　
一
九
六
五
年
七
月
一
四
日
付
資
本
市
場
を
規
律
し
、
そ
の
発
展
措
置
を
定
め
る
法
律
第
四
七
二
八
号
。

　
一
九
六
六
年
一
月
二
四
日
付
手
形
統
一
条
約
の
採
択
の
合
意
を
公
布
す
る
デ
ク
レ
ト
第
五
七
六
六
三
号
。

　
一
九
六
八
年
七
月
一
八
目
付
送
り
状
、
そ
の
他
に
関
す
る
法
律
第
五
四
七
四
号
。

　
一
九
七
一
年
一
二
月
二
一
日
付
工
業
所
有
権
法
典
お
よ
び
そ
の
他
を
規
定
す
る
法
律
第
五
七
七
二
号
。

二
　
次
に
、
民
法
典
は
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
草
案
が
準
備
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
商
法
典
か

ら
半
世
紀
以
上
も
お
く
れ
た
一
九
一
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
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ビ
フ
ジ
ル
民
法
典
（
9
d
紅
o
9
乙
）
は
序
法
二
一
カ
条
お
よ
び
本
文
一
八
○
七
カ
条
、
合
計
一
八
二
八
カ
条
か
ら
成
り
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

よ
う
な
構
成
で
あ
る
。

　
序
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
条
～
二
一
条

　
総
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
条

　
第
一
編
　
人
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
条
～
四
二
条

　
第
二
編
　
物
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
条
～
七
三
条

　
第
三
細
　
法
律
事
実
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
七
四
条
～
一
七
九
条

　
各
則

　
第
一
編
　
家
族
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○
条
～
四
八
四
条

　
第
二
編
　
物
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
五
条
～
八
六
二
条

　
第
三
編
　
債
務
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
八
六
三
条
～
一
五
七
一
条

　
第
四
編
　
相
続
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
二
条
～
一
八
〇
五
条

　
最
終
規
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○
六
条
～
一
八
○
七
条

　
こ
の
細
別
を
見
る
と
、
ブ
ラ
ジ
ル
民
法
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
多
く
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
や
日
本
民
法

の
と
る
バ
ン
デ
ク
テ
ン
方
式
に
む
し
ろ
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
民
法
典
制
定
の
お
く

れ
が
、
結
果
に
お
い
て
プ
ラ
ス
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
民
法
は
一
九
世
紀
中
の
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
民
法
の
発
展
、
中

ん
ず
く
、
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
わ
れ
る
。
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三
　
と
こ
ろ
で
、
民
商
二
法
統
一
の
論
議
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
中
頃
に
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
採
用
に
至
ら

な
か
っ
た
T
e
i
x
e
i
r
a
d
e

F
r
e
i
t
a
s
草
案
は
民
商
二
法
統
一
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
後
も
、
こ
の
思
想
に
賛

同
す
る
者
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
少
な
く
な
く
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
、
一
九
〇
八
年
の
第
一
回
ブ
ラ
ジ
ル
法
律
家
会
議
（
{
c
o
n
-

g
r
e
s
s
oJ
u
r
'
d
l
c
o
B
r
a
s
i
l
e
i
r
o
｝
で
は
、
ほ
と
ん
ど
満
場
一
致
で
民
商
二
法
の
統
一
が
決
議
さ
れ
、
一
九
一
二
年
に
は
、
商
法
典
の
起

草
を
委
嘱
さ
れ
た
I
n
g
l
e
z

d
e

S
o
u
z
a
　
は
、
同
時
に
、
民
商
二
法
統
一
の
立
場
に
立
脚
し
た
私
法
法
典
（
C
乱
催
o
d
a
D
‘
r
e
i
t
o

F
r
i
v
a
d
o
）
の
草
案
も
起
草
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
四
一
年
に
は
債
務
法
典
の
参
考
草
案
が
｣
S
l
o
n
a
t
o
｡

A
z
e
v
e
d
o
お
よ
び

G
u
i
m
a
r
a
e
s
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
主
と
し
て
学
者
間
で
民
商
二
法
統
一
の
論
議
が
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
六
四
年
の
革
命
後
、
政
府
の
債
務
法

典
草
案
の
国
会
上
程
も
あ
っ
て
（
後
に
徹
回
）
、
民
商
二
法
統
一
の
動
き
に
拍
車
が
か
け
ら
牡
。
そ
し
て
、
一
九
七
二
年
八
月
七

日
、
か
ね
て
か
ら
起
草
を
委
嘱
さ
れ
て
い
た
市
民
法
典
の
参
考
草
案
が
公
表
さ
れ
、
こ
の
参
考
草
案
に
対
す
る
各
界
の
意
見
を
し
ん

し
ゃ
く
し
て
手
直
し
が
行
な
わ
れ
、
本
年
（
一
九
七
四
年
）
六
月
一
八
日
に
市
民
法
典
の
第
二
次
参
考
草
案
が
公
表
さ
れ
る
に
至
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

　
な
お
、
市
民
法
典
の
一
九
七
四
年
参
考
草
案
（
以
後
、
「
七
四
年
参
考
草
案
」
と
略
称
す
る
）
の
起
草
に
あ
た
っ
た
委
員
は
、
一
九
七

二
年
参
考
草
案
の
場
合
と
同
じ
く
、
次
の
諸
教
授
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
委
員
長
　
　
　
　
　
　
　
M
i
g
u
e
l

R
e
a
l
e

　
総
則
担
当
　
　
　
　
　
　
J
o
s
e
c
a
r
l
o
s

M
o
r
r
e
i
r
a
A
l
v
e
s

　
債
務
編
担
当
　
　
　
　
　
A
g
o
s
t
i
n
o

P
e

A
r
r
i
x
d
aA
l
v
f
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取
引
活
動
編
担
当
　
　
　
S
y
l
v
i
o

M
a
r
c
o
n
d
a

物
権
編
担
当
　
　
　
　
　
E
b
e
r
t

V
i
a
n
n
a
C
h
a
m
o
u
n

家
族
権
編
担
当
　
　
　
　
c
l
o
v
i
s
D
o
c
呂
t
o

e

S
i
l
v
a

相
続
権
編
担
当
　
　
　
　
T
o
j
u
a
t
o
c
a
s
t
r
o
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三

　
七
四
年
参
考
草
案
は
全
文
二
二
四
一
ヵ
条
か
ら
成
り
、
大
要
、
次
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。

　
総
論

第
一
編
　
人
に
つ
い
て

　
第
一
章
　
自
然
人
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
三
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
条
～
三
八
条

　
第
二
章
　
法
人
に
つ
い
て
（
第
一
節
・
第
二
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
条
～
六
七
条

　
第
三
章
　
住
所
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
条
～
七
六
条

第
二
編
　
物
に
つ
い
て

　
単
　
章
　
物
の
種
類
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
三
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
条
～
一
○
一
条

第
三
編
　
法
律
事
実
に
つ
い
て

　
第
一
章
　
法
律
取
引
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
五
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
条
～
一
八
三
条

　
第
二
章
　
違
法
な
法
律
行
為
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
条

　
第
三
章
　
不
法
行
為
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
条
～
一
八
七
条

　
第
四
章
　
時
効
に
つ
い
て
、
お
よ
び
失
効
に
つ
い
て
（
第
一
節
・
第
二
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
一
八
八
条
？
二
〇
七
条

　
第
五
章
　
証
明
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八
条
～
二
二
六
条
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各
論

第
一
編
　
債
務
法
に
つ
い
て

　
第
一
章
　
債
務
の
態
様
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
六
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
条
～
二
七
九
条

　
第
二
章
　
債
務
の
移
転
に
つ
い
て
（
第
一
節
・
第
二
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
〇
条
～
二
九
七
条

　
第
三
章
　
債
務
の
成
立
と
消
滅
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
九
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
二
九
八
条
～
三
八
二
条

　
第
四
章
　
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
節
六
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
三
条
？
四
一
五
条

　
第
五
章
　
契
約
一
般
に
つ
い
て
（
第
一
節
・
第
二
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
六
条
～
四
七
四
条

　
第
六
章
　
契
約
の
種
類
に
つ
い
て

　
　
第
一
節
　
売
買
に
つ
い
て
（
第
一
款
・
第
二
款
第
一
分
款
～
第
四
分
款
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
四
七
五
条
～
五
一
九
条

　
　
第
二
節
　
交
換
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
〇
条

　
　
第
三
節
　
委
託
販
売
契
約
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
一
条
？
五
二
四
条

　
　
第
四
節
　
贈
与
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
五
条
～
五
五
一
条

　
　
第
五
節
　
賃
貸
借
に
つ
い
て
（
第
一
款
・
第
二
款
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
二
条
？
五
七
七
条

　
　
第
六
節
　
賃
借
に
つ
い
て
（
第
一
款
・
第
二
款
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
八
条
～
五
九
一
条

　
　
第
七
節
　
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
二
条
～
六
〇
八
条

　
　
第
八
節
　
請
負
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
九
条
～
六
二
五
条

　
　
第
九
節
　
寄
託
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
六
条
～
六
五
一
条
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第
一
〇
節
　
委
任
に
つ
い
て
（
第
一
款
～
第
五
款
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
二
条
～
六
九
一
条

　
第
一
一
節
　
問
屋
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
二
条
２
七
〇
八
条

　
第
一
二
節
　
代
理
商
お
よ
び
配
給
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
九
条
～
七
二
〇
条

　
第
一
三
節
　
仲
立
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
一
条
～
七
二
八
条

　
第
一
四
節
　
運
送
に
つ
い
て
（
第
一
款
～
第
三
款
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
九
条
？
七
五
二
条

　
第
一
五
節
　
建
設
企
業
体
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
三
条
～
七
五
六
条

　
第
一
六
節
　
出
版
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
七
条
～
七
六
八
条

　
第
一
七
節
　
脚
本
の
上
演
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
九
条
～
七
七
二
条

　
第
一
八
節
　
保
険
に
つ
い
て
（
第
一
款
～
第
三
款
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
三
条
？
八
一
八
条

　
第
一
九
節
　
定
期
金
契
約
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
九
条
～
八
二
九
条

　
第
二
〇
節
　
射
倖
に
つ
い
て
、
お
よ
び
賭
博
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
〇
条
？
八
三
三
条

　
第
二
一
節
　
保
証
に
つ
い
て
（
第
一
款
～
第
三
款
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
四
条
～
八
五
五
条

　
第
二
二
節
　
和
解
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
六
条
？
八
六
六
条

　
第
二
三
節
　
仲
裁
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
七
条
？
八
七
一
条

　
第
二
四
節
　
銀
行
契
約
に
つ
い
て
（
第
一
款
～
第
五
款
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
二
条
～
八
九
五
条

第
七
章
　
片
務
取
引
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
四
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
六
条
～
九
二
八
条

第
八
章
　
信
用
証
券
に
つ
い
て
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第
一
節
　
総
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
九
条
～
九
四
五
条

　
　
第
二
節
　
無
記
名
証
券
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
六
条
？
九
五
一
条

　
　
第
三
節
　
指
図
式
証
券
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
二
条
？
九
六
二
条

　
　
第
四
節
　
記
名
式
証
券
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
三
条
？
九
六
八
条

　
第
九
章
　
民
事
責
任
に
つ
い
て
（
第
一
節
・
第
二
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
九
条
～
一
〇
〇
八
条

第
二
編
　
取
引
活
動
に
つ
い
て

　
第
一
章
　
企
業
者
に
つ
い
て

　
　
第
一
節
　
特
色
に
つ
い
て
お
よ
び
登
記
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
九
条
～
一
〇
一
四
条

　
　
第
二
節
　
能
力
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
五
条
～
一
〇
二
三
条

　
第
二
章
　
会
社
に
つ
い
て

　
　
単
　
節
　
総
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
○
二
四
条
～
一
〇
二
八
条

　
第
一
分
章
　
法
人
に
あ
ら
ざ
る
会
社
に
つ
い
て

　
　
第
一
節
　
組
合
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
九
条
～
一
○
三
三
条

　
　
第
二
節
　
匿
名
組
合
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
四
条
～
一
〇
三
九
条

　
第
二
分
章
　
法
人
で
あ
る
会
社
に
つ
い
て

　
　
第
一
節
　
単
純
会
社
に
つ
い
て

　
　
　
第
一
款
　
会
社
契
約
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
〇
条
？
一
〇
四
三
条
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第
二
款
　
社
員
の
権
利
お
よ
び
義
務
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
四
条
～
一
〇
五
二
条

　
第
三
款
　
管
理
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
三
条
？
一
〇
六
四
条

　
第
四
款
　
第
三
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
五
条
２
一
〇
七
〇
条

　
第
五
款
　
一
社
員
と
の
関
係
に
お
け
る
会
社
の
解
散
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
一
条
～
一
〇
七
五
条

　
第
六
款
　
解
散
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
六
条
～
一
〇
八
一
条

第
二
節
　
合
名
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
二
条
～
一
〇
八
七
条

第
三
節
　
合
資
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
○
八
八
条
？
一
〇
九
四
条

第
四
節
　
有
限
会
社
に
つ
い
て

　
第
一
款
　
予
備
規
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
五
条
～
一
〇
九
七
条

　
第
二
款
　
持
分
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
八
条
～
一
一
〇
二
条

　
第
三
款
　
管
理
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
三
条
～
一
一
〇
七
条

　
第
四
款
　
社
員
総
合
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
八
条
～
一
一
一
五
条

　
第
五
款
　
資
本
の
増
減
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
六
条
～
一
一
一
七
条

　
第
六
款
　
解
散
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
八
条

第
五
節
　
株
式
会
社
に
つ
い
て

　
第
一
款
　
特
色
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
九
条

　
第
二
款
　
設
立
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
〇
条
～
一
一
三
二
条
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第
三
款
　
設
立
の
補
足
方
式
に
つ
い
て

第
一
分
款
　
設
立
行
為
の
登
記
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
四
条
～
一
一
四
二
条

第
二
分
款
　
会
社
の
帳
簿
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
三
条
～
一
一
四
五
条

第
四
款
　
株
式
に
つ
い
て
お
よ
び
株
主
に
つ
い
て

第
一
分
款
　
株
式
お
よ
び
そ
の
種
類
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
六
条
～
一
一
五
六
条

第
二
分
款
　
株
式
の
所
有
権
お
よ
び
そ
の
流
通
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
七
条
～
一
一
六
四
条

第
三
分
款
　
会
社
に
よ
る
株
式
の
取
引
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
五
条
～
一
一
七
一
条

第
四
分
款
　
株
式
の
質
入
れ
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
二
条
～
一
一
七
四
条

第
五
分
款
　
株
主
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
五
条
～
一
一
七
九
条

第
五
款
　
社
置
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
○
条
～
一
一
八
四
条

第
六
款
　
受
益
証
券
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
五
条
～
一
一
九
一
条

第
七
款
　
資
本
の
増
減
に
つ
い
て

第
一
分
款
　
資
本
の
増
加
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
二
条
～
一
一
九
九
条

第
二
分
款
　
資
本
の
減
少
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
〇
条
～
一
二
〇
二
条

第
八
款
　
授
権
資
本
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
三
条
～
一
二
〇
六
条

第
九
款
　
総
会
に
つ
い
て

第
一
分
款
　
総
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
七
条
～
一
二
一
九
条
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第
二
分
款
　
通
常
総
会
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
〇
条
～
一
二
一
三
条

　
　
第
三
分
款
　
特
別
総
会
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
四
条
～
一
二
二
五
条

　
　
第
一
〇
款
　
取
締
役
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
六
条
？
一
二
四
二
条

　
　
第
一
一
款
　
監
査
役
会
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
三
条
～
一
二
五
二
条

　
　
第
二
一
款
　
会
社
年
度
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
三
条
～
一
二
六
〇
条

　
　
第
一
三
款
　
解
散
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
一
条
～
一
二
六
五
条

　
第
六
節
　
株
式
合
資
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
六
条
～
一
二
六
八
条

　
第
七
節
　
協
同
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
九
条
２
一
二
七
二
条

　
第
八
節
　
結
合
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
三
条
？
一
二
七
七
条

　
第
九
節
　
会
社
の
清
算
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
八
条
～
一
二
八
八
条

　
第
一
〇
節
　
組
織
変
更
に
つ
い
て
、
吸
収
合
併
に
つ
い
て
、
お
よ
び
新
設
合
併
に
つ
い
て
　
　
　
一
二
八
九
条
？
一
二
九
八
条

　
第
一
一
節
　
免
許
を
必
要
と
す
る
会
社
に
つ
い
て

　
　
第
一
款
　
予
備
規
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
九
条
～
一
三
〇
一
条

　
　
第
二
款
　
内
国
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
二
条
？
一
三
〇
九
条

　
　
第
三
款
　
外
国
会
社
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
〇
条
～
一
三
一
七
条

第
三
章
　
営
業
所
に
つ
い
て

　
単
　
節
　
雑
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
条
～
一
三
二
五
条
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第
四
章
　
補
助
的
制
度
に
つ
い
て

　
　
第
一
節
　
登
記
所
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
六
条
～
一
三
三
四
条

　
　
第
二
節
　
商
号
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
五
条
～
一
三
四
八
条

　
　
第
三
節
　
使
用
人
に
つ
い
て

　
　
　
第
一
款
　
支
配
人
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四
九
条
～
一
三
五
三
条

　
　
　
第
二
款
　
計
理
士
お
よ
び
そ
の
他
の
補
助
者
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
四
条
？
一
三
五
五
条

　
　
　
第
三
款
　
共
通
規
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
六
条
～
一
三
五
八
条

　
第
五
章
　
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
九
条
～
一
三
七
六
条

第
三
編
　
物
権
に
つ
い
て

　
第
一
章
　
占
有
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
四
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
七
条
２
一
三
八
四
条

　
第
二
章
　
対
物
権
に
つ
い
て
　
　
一
四
〇
五
条
～
一
四
〇
七
条

　
第
三
章
　
所
有
権
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
一
〇
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
八
条
？
一
五
四
二
条

　
第
四
章
　
表
土
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
三
条
～
一
五
五
〇
条

　
第
五
章
　
地
役
権
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
三
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
一
条
～
一
五
六
二
条

　
第
六
章
　
用
益
権
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
四
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六
三
条
～
一
五
八
四
条

　
第
七
章
　
使
用
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
五
条
～
一
五
八
六
条

　
第
八
章
　
居
住
権
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
七
条
～
一
五
八
九
条
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第
九
章
　
買
入
予
約
者
の
権
利
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
〇
条
２
一
五
九
一
条

　
第
一
〇
章
　
質
権
に
つ
い
て
、
抵
当
権
に
つ
い
て
、
お
よ
び
不
動
産
質
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
四
節
の
細
目
は
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
二
条
～
一
六
八
三
条

第
四
編
　
家
族
権
に
つ
い
て

　
第
一
章
　
人
の
権
利
に
つ
い
て
（
第
一
分
掌
・
第
二
分
章
の
細
目
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八
四
条
～
一
八
三
六
条

　
第
二
章
　
親
権
に
つ
い
て
（
第
一
分
章
～
第
四
分
章
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
七
条
～
一
九
一
六
条

　
第
三
章
　
後
見
に
つ
い
て
、
お
よ
び
財
産
管
理
に
つ
い
て
（
第
一
節
・
第
二
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
一
九
一
七
条
～
一
九
七
一
条

第
五
編
　
相
続
権
に
つ
い
て

　
第
一
章
　
相
続
一
般
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
三
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
二
条
～
二
〇
一
五
条

　
第
二
章
　
法
定
相
続
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
三
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
六
条
～
二
〇
四
七
条

　
第
三
章
　
遺
言
に
よ
る
相
続
（
第
一
節
～
第
一
四
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四
八
条
～
二
一
八
〇
条

　
第
四
章
　
財
産
目
録
お
よ
び
遺
産
分
割
に
つ
い
て
（
第
一
節
～
第
七
節
の
細
目
は
省
略
）
　
　
二
一
八
一
条
？
二
二
一
九
条

補
足
編

　
最
終
規
定
お
よ
び
経
過
規
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
〇
条
～
二
二
四
一
条

　
以
上
、
七
四
年
参
考
草
案
の
構
造
を
示
す
べ
く
、
そ
の
目
次
の
主
要
な
項
目
を
か
か
げ
た
が
、
そ
れ
を
通
覧
し
て
、
形
式
面
に
お

い
て
、
ま
ず
目
に
つ
く
こ
と
は
、
前
述
し
た
現
行
民
法
典
の
編
別
と
対
照
す
れ
ば
判
然
と
す
る
よ
う
に
、
七
四
年
参
考
草
案
の
全
体

的
構
造
は
、
矢
張
り
、
現
行
民
法
典
の
そ
れ
を
土
台
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
民
商
二
法
統
一
の
先
鞭
を
つ
け
て
い
る
イ
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ク
リ
ア
市
民
法
典
に
類
似
す
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
市
民
法
典
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
、
現
行
法
の
下
で
商
法
を
構
成
す
る
諸
制
度
の
多
く
、
中
ん
ず
く
、
会
社
、
お
よ
び
総
則
に
属
す
る
諸
制
度
は
「
各
論
第
二

編
取
引
活
動
に
つ
い
て
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
法
の
下
で
民
商
二
法
に
ま
た
が
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
事
項
の
多
く
、
た

と
え
ば
、
契
約
、
売
買
、
ま
た
、
有
価
証
券
は
、
「
各
論
第
一
編
債
権
に
つ
い
て
第
六
章
契
約
の
種
類
に
つ
い
て
」
に
一
括
し
て
規

定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
組
合
は
「
契
約
の
種
類
に
つ
い
て
」
の
章
で
は
な
く
、
「
各
論
第
二
編
取
引
活
動
に
つ
い
て
」
に
、
会
社

と
並
べ
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
現
行
商
法
の
基
礎
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
商
人
」
の
概
念
は
七
四
年
参
考
草
案
で
は
姿
を
消
し
、
代
り
に
「
企
業
」
お
よ

び
「
企
業
者
」
の
概
念
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
イ
タ
リ
ア
法
の
影
響
の
た
め
で
あ
る
と
推
測
で
き
よ
う
。

　
な
お
、
海
商
に
つ
い
て
七
四
年
参
考
草
案
に
は
現
定
は
な
い
。
こ
れ
も
、
イ
タ
リ
ア
法
に
な
ら
っ
て
、
別
途
、
特
別
法
を
規
定
す

る
予
定
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
「
各
論
第
二
編
取
引
活
動
に
つ
い
て
」
の
内
容
を
検
討
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
四

一
　
七
四
年
参
考
草
案
の
各
論
第
二
編
は
、
そ
の
冒
頭
の
第
一
章
を
「
企
業
者
」
（
E
m
p
r
e
s
a
r
i
o
）
に
あ
て
て
、
第
一
〇
〇
九
条
で
、

企
業
者
を
定
義
し
て
「
財
も
し
く
は
役
務
の
生
産
も
し
く
は
流
通
を
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
経
済
活
動
を
業
と
し
て
行
な
う
も

の
」
と
い
う
。

　
こ
の
定
義
は
、
一
見
す
る
ま
で
も
な
く
、
イ
タ
リ
ア
市
民
法
典
の
「
企
業
者
」
（
i
m
p
r
e
n
d
i
t
o
r
e
）
の
定
義
（
二
〇
八
二
条
）
と
同
じ
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で
あ
る
。

　
こ
の
「
企
業
者
」
の
概
念
は
現
行
商
法
の
商
人
の
概
念
に
代
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
参
考
草
案
起
草
者
で
あ
る
M
a
r
c
o
-

n
d
a
教
授
に
よ
れ
ば
、
企
業
者
の
概
念
は
次
の
三
つ
の
要
件
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
経
済
活
動
の
実
行
、
す
な
わ
ち
、
流
通
用
の
財
も
し
く
は
役
務
の
生
産
に
よ
る
、
ま
た
は
生
産
さ
れ
た
財
も
し
く
は
役

務
の
流
通
に
よ
る
富
の
創
出
を
目
的
と
す
る
経
済
活
動
の
実
行
で
あ
り
、

　
第
二
に
、
組
織
化
さ
れ
た
活
動
で
、
こ
れ
は
、
企
業
の
性
質
お
よ
び
目
的
に
従
っ
て
、
程
度
、
割
合
は
種
々
で
あ
る
が
、
労
働
・

自
然
お
よ
び
資
本
と
い
う
生
産
の
要
素
の
協
調
を
通
じ
て
組
織
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

　
第
三
に
、
慣
習
的
に
、
か
つ
体
系
的
に
、
す
な
わ
ち
、
営
業
と
し
て
自
己
の
名
に
お
い
て
、
か
つ
、
営
利
の
意
図
を
も
っ
て
実
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
知
的
、
学
術
的
、
文
学
的
も
し
く
は
芸
術
的
の
専
門
職
を
実
行
す
る
も
の
は
、
補
助
者
の
協
力
が
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
職
業
の
実
行
が
企
業
に
組
織
さ
れ
た
活
動
の
一
部
を
構
成
し
な
い
限
り
企
業
者
と
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
七
四
年

参
考
草
案
一
〇
〇
九
条
単
款
）
。

　
し
か
し
、
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
農
業
の
如
き
原
始
産
業
も
「
企
業
者
」
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ

れ
を
前
提
と
す
る
規
定
が
あ
る
（
七
四
年
参
考
草
案
一
〇
一
三
条
Ｉ
は
農
業
企
業
者
の
登
記
義
務
を
免
除
す
る
）
。

ニ
　
「
企
業
者
」
の
章
の
規
定
は
、
大
体
に
お
い
て
、
個
人
企
業
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
的
に
は
、
一
つ
は
、
企

業
者
の
登
記
義
務
（
七
四
年
参
考
草
案
一
〇
一
〇
条
～
一
〇
一
三
条
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
わ
が
商
法
の
未
成
年
者
の

営
業
能
力
に
関
す
る
諸
規
定
と
ほ
ぼ
同
旨
の
企
業
者
の
活
動
能
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
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右
の
登
記
義
務
を
免
除
さ
れ
る
も
の
は
小
企
業
者
と
農
業
企
業
者
で
あ
る
（
七
四
年
参
考
草
案
一
〇
一
三
条
）
。

三
　
会
社
（
s
o
c
i
e
d
a
d
e
を
、
一
応
、
「
会
社
」
と
訳
出
し
て
お
く
）
に
つ
い
で
は
、
す
べ
で
の
場
合
、
必
ず
し
も
「
企
業
者
」
と
な
る
わ

け
で
は
な
い
。

　
ま
ず
、
明
文
の
例
外
の
場
合
を
除
き
、
企
業
者
と
み
な
さ
れ
る
の
は
登
記
の
対
象
と
な
る
企
業
に
固
有
の
活
動
の
行
使
を
目
的
と

す
る
会
社
に
限
ら
れ
る
（
七
四
年
参
考
草
案
一
〇
二
五
条
）
。
こ
れ
が
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
企
業
者
た
る
会
社
は
、
必
ら
ず
、
合
名

会
社
、
合
資
会
社
、
有
限
会
社
、
株
式
会
社
お
よ
び
株
式
合
資
会
社
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
形
態
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
（
七
四
年
参
考
草
案
一
〇
二
六
条
）
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
右
に
挙
げ
た
五
つ
の
形
態
の
い
ず
れ
か
の
一
つ
を
選
択
す
る
会
社
が
必
ら
ず
、
企
業
者
と
な
る
わ

け
で
は
な
く
、
た
だ
株
式
会
社
お
よ
び
株
式
合
資
会
社
の
い
わ
ゆ
る
株
式
組
織
の
会
社
（
s
o
c
i
e
d
a
d
e

p
o
ra
g
o
e
s
）
の
形
態
を
と
る
も

の
は
、
そ
の
事
業
目
的
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
企
業
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
七
四
年
参
考
草
案
一
〇
二
五
条
単
款
）
。

　
　
　
　
　
五

一
　
第
二
章
（
各
論
第
二
編
の
）
は
会
社
に
関
す
る
。
七
四
年
参
考
草
案
は
「
会
社
」
（
S
F
d
L
Q
）
を
定
義
し
て
「
経
済
活
動
を
実
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行
す
る
た
め
、
財
も
し
く
は
役
務
を
出
指
し
、
相
互
間
で
そ
の
生
果
を
分
配
す
る
こ
と
を
、
相
互
に
義
務
づ
け
る
者
は
会
社
契
約
を

締
結
す
る
」
と
い
う
（
一
〇
二
四
条
）
。
こ
れ
は
、
参
考
草
案
が
引
続
き
、
会
社
‥
Ｈ
契
約
の
立
場
に
立
つ
旨
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
も
っ
と
も
、
七
四
年
参
考
草
案
は
契
約
に
関
す
る
章
（
各
論
第
一
編
第
七
章
四
七
五
条
以
下
）
中
に
会
社
に
関
す
る
規
定
を
ま
っ
た
く

お
い
て
お
ら
ず
、
現
行
民
法
の
組
合
に
相
当
す
る
形
態
で
あ
る
「
単
純
会
社
」
に
関
す
る
規
定
は
「
会
社
」
の
章
に
お
か
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
法
に
お
け
る
よ
う
な
、
s
o
c
i
e
d
a
d
e
の
語
を
民
法
上
の
も
の
と
商
法
上
の
も
の
と
に
区
別
す
る
わ
ず
ら
わ

し
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
現
行
法
の
下
で
は
s
o
c
i
e
d
a
d
e
の
語
は
、
場
合
に
よ
り
「
組
合
」
ま
た
は
「
会
社
」
と
訳
語
を
使
い
わ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
七
四
年
参
考
草
案
で
は
、
筆
者
が
s
o
c
i
e
d
a
d
e
を
割
切
っ
て
「
会
社
」
と
訳
出
し
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
、
右
に
述
べ
た
事

情
で
あ
る
。

二
　
七
四
年
参
考
草
案
は
私
法
上
の
法
人
と
し
て
次
の
三
者
を
定
め
で
い
る
（
四
二
条
）
。

　
ｌ
　
a
s
s
o
c
i
a
c
a
o

　
Ｈ
　
　
　
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

　
･
２
　
　
　f
u
n
d
a
g
a
o

　
右
の
三
者
の
う
ち
、
第
一
の
a
s
s
o
c
i
a
c
a
o
と
い
う
の
は
「
非
経
済
的
な
事
項
を
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
る
、
人
の
結
合
に
よ
り

設
立
し
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
（
七
四
年
参
考
草
案
五
一
条
）
、
わ
が
民
法
上
の
「
社
団
」
ま
た
は
、
よ
り
正
確
に
「
非
営
利
社
団
」

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
f
u
n
d
a
g
a
o
と
は
、
そ
の
捧
げ
ら
れ
る
目
的
、
お
よ
び
必
要
な
場
合
、
そ
の
管
理
方
式
も
明
示
し
て
、
負
担
な
き
財
産
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の
、
公
正
証
書
ま
た
は
遺
言
に
よ
る
持
別
の
贈
与
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
も
の
で
（
七
四
年
参
考
草
案
六
〇
条
）
、
そ
の
目
的
は
宗
教
、

道
徳
、
文
化
、
ま
た
は
社
会
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
（
七
四
年
参
考
草
案
六
〇
条
単
款
）
。
こ
れ
は
わ
が
民
法
の
公
益
財
団
に

相
当
す
る
。

　
第
二
の
s
o
c
i
e
d
a
d
e
　
の
定
義
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
草
案
の
定
義
と
現
行
民
法
上
の
定
義
と
比
べ
る
と
、
現
行
民
法

上
で
も
、
s
o
c
i
e
d
a
d
e
は
経
済
上
の
目
的
に
関
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
（
ブ
民
二
三
条
参
照
）
七
四
年
参
考
草
案
は
現
行
法
の

立
場
を
承
継
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
S
江
e
d
L
e
は
、
わ
が
国
の
「
組
合
」
、
よ
り
正
確
に
は
「
営
利
組
合
」
に
相
当
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
理
由
で
参
考
草
案
に
関
し
て
は
、
「
会
社
」
と
訳
出
す
る
。

　
な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
「
会
社
」
に
は
企
業
者
で
あ
る
会
社
と
し
か
ら
ざ
る
会
社
の
二
者
が
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
私
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

人
と
し
て
、
参
考
草
案
が
予
定
し
て
い
る
の
は
、
ｉ
社
団
、
‥
Ｈ
　
企
業
者
で
あ
る
会
社
、
田
　
企
業
者
で
な
い
会
社
、
晦
　
財
団
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

の
四
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
　
「
会
社
」
の
章
に
お
い
て
、
s
o
c
i
e
d
a
d
e
の
語
の
使
用
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

㈲
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

n
a
0
p
e
r
s
o
n
i
f
i
c
a
d
e
s
（
法
人
格
の
な
い
会
社
）

　
・
ｌ
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

e
m
c
o
m
U
ﾛ
（
未
登
記
会
社
）

　
:
：
ｉ
　
　
　
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

e
m
c
o
n
t
a
d
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
c
a
O
（
匿
名
組
合
）

｡
５
　
　
　
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

p
e
r
s
o
n
i
f
i
c
a
d
a
（
法
人
格
の
あ
る
会
社
）

　
ｌ
　
s
o
c
i
e
d
a
d
es
i
m
p
l
e
s
（
単
純
会
社
）

　
;
Ｓ
　
　
　
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

e
m
n
o
m
ec
o
l
e
t
{
v
o
（
合
名
会
社
）
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･
＾
　
　
　
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

e
m
c
o
m
a
n
d
{
t
a

s
i
m
p
l
e
s
（
合
資
会
社
）

　
＞
　
　
　
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

l
i
m
i
t
a
d
a
（
有
限
会
社
）

　
Ｖ
　
s
o
c
i
e
d
乱
ea
n
o
n
i
m
a
（
株
式
会
社
）

　
■
＞
:
　
　
　
　
s
o
c
i
e
d
乱
e

e
m
c
o
m
a
n
d
i
t
a

p
o
ra
c
o
e
s
（
株
式
合
資
会
社
）

　
･
５
　
　
　
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

c
0
0
p
e
r
a
t
i
v
a
（
協
同
会
社
）

　
Ｊ
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e
l
i
g
a
d
a
（
結
合
会
社
）

　
｡
＾
　
　
　
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e

n
a
c
i
o
n
a
l
（
内
国
会
社
）

　
Ｘ
　
s
o
c
i
e
d
a
d
e
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
a
（
外
国
会
社
）

　
以
上
列
挙
し
た
各
種
の
会
社
を
見
て
、
ま
ず
目
に
つ
く
こ
と
は
、
未
登
記
の
会
社
を
s
o
c
i
e
d
a
d
e

e
m
c
o
m
u
n
と
一
括
し
て
規

定
し
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
株
式
組
織
の
会
社
の
場
合
は
除
く
。
）
、
現
行
法
の
「
組
合
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
「
単
純
会
社
」
を

会
社
の
一
つ
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
現
行
法
の
「
有
限
責
任
持
分
会
社
」
に
代
っ
て
、
「
有
限
会
社
」
の
名
称
が
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
株
式
合
資
会
社
が
存
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
協
同
会
社
が
会
社
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
現
行
法
で
は

存
置
さ
れ
て
い
る
「
労
資
混
合
会
社
」
が
姿
を
消
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
な
お
「
結
合
会
社
」
と
は
企
業
結
合
に
関
連
す
る
概
念
で
あ
り
、
内
国
会
社
、
外
国
会
社
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
国
内
に
住
所
を
お
く
こ

と
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
に
準
拠
す
る
こ
と
の
有
無
を
基
準
と
す
る
区
別
で
あ
る
。
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